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○ 排せつ支援加算（介護療養型医療施設を除く）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直
しを行う。【告示改正】
・ 排せつ状態の改善が期待できる入所者等を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者等に対して定期的な評価（スク

リーニング）の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。
・ 継続的な取組を促進する観点から、６か月以降も継続して算定可能とする。
・ 入所者等全員に対する排せつ支援の取組（プロセス）への評価に加え、排せつ状態の改善（アウトカム）について評価を行う

新たな区分を設ける。その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。
・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。

概要

※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
＜現行＞ ＜改定後＞
排せつ支援加算 100単位／月 ⇒ 排せつ支援加算（Ⅰ）10単位／月 （新設）

排せつ支援加算（Ⅱ）15単位／月 （新設）
排せつ支援加算（Ⅲ）20単位／月 （新設）

※ 排せつ支援加算（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

単位数

排せつ支援加算の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
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＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞
○ 以下の要件を満たすこと。
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設

入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援
に当たって当該情報等を活用していること。

ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専
門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施してい
ること。

ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込

まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞
○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込

まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

算定要件等

排せつ支援加算の見直し
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排せつ支援加算の見直し

ラ 排せつ支援加算 LIFE 体制

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健
施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、１月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１） 排せつ支援加算（Ⅰ） １０単位
（２） 排せつ支援加算（Ⅱ） １５単位
（３） 排せつ支援加算（Ⅲ） ２０単位

告示第21号
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排せつ支援加算の見直し

七十一の三 介護保健施設サービスにおける排せつ支援加算の基準

イ 排せつ支援加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が

施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも六月に一回評価するとともに、その評価結果等
の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ
有効な実施のために必要な情報を活用していること。

（２） （１）の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことにより、
要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が
共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を
作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。

（３） （１）の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直していること。

ロ 排せつ支援加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１） イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
（２） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
（一） イ（１）の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利用開始時

と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。
（二） イ（１）の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって要介護

状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。

ハ 排せつ支援加算（Ⅲ）
イ （１）から（３）まで並びにロ（２）（一）及び（二）に掲げる基準のいずれにも適合すること。

告示第95号別に厚生労働大臣が定める基準
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排せつ支援加算の見直し

（４１） 排せつ支援加算について LIFE 体制

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を
要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該
支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Action）といったサイクル（以下この
（３６）において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算する
ものである。

② 排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第７１号の３に掲げる
要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定する者を除く。）に
対して算定できるものであること。

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別
な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。したがって、
例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時
に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って
排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。

④ 大臣基準第７１号の３イ（１）の評価は、別紙様式６を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並びに
特別な支援が行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについて実施する。

⑤ 大臣基準第７１号の３イ（１）の施設入所時の評価は、大臣基準第７１号の３イ（１）から（３）までの要件に適合
しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者
の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下「既入所
者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告すること
とする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある
場合等は、医師へ相談することとする。

留意事項（老企第40号）

（５の（36）を準用する。）
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排せつ支援加算の見直し

（４１） 排せつ支援加算について LIFE 体制

⑦ 大臣基準第７１号の３イ（１）の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへ
の提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。

⑧ 大臣基準第７１号の３イ（２）の「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定
調査員テキスト２００９改訂版（平成３０年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状態が、「一部介助」
若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。

⑨ 大臣基準第７１号の３イ（２）の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な
支援を行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は低下と
なることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善
又はおむつ使用ありから使用なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、
かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込まれることをいう。

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を
多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び
支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の
入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の
状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービスに
おいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画
の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しな
がら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳
が十分保持されるよう留意する。

留意事項（老企第40号）



7

排せつ支援加算の見直し

（４１） 排せつ支援加算について LIFE 体制

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者及びその家族に対し、排せつの
状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者及びその
家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後で
あってもいつでも入所者及びその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者
及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。

⑬ 大臣基準第７１号の３イ（３）における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の
変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。
その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック
情報を活用すること。

⑭ 排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、
排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから
使用なしに改善した場合に、算定できることとする。

⑮ 排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、
排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なし
に改善した場合に、算定できることとする。

⑯ 排せつ支援加算（Ⅳ）は、令和３年３月３１日において、令和３年度改定前の排せつ支援加算に係る届出を
行う施設について、今後ＬＩＦＥを用いた情報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に、経過
措置として、令和３年度末まで、従前の要件での算定を認めるものである。

留意事項（老企第40号）
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排せつ支援加算の見直し

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設
サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 「別紙様式６（排せつの状態に関するスク
リーニング・支援計画書）」参照


